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はじめに

私たちが暮らす熊本県は、豊かな地下水や雄大な阿蘇の草原、天草や有明、八代の資

源豊かな海など多様な自然環境に恵まれています。一方、私たちは「公害の原点」と言

われる水俣病を通して、環境破壊の恐ろしさとその復元の困難さを身にしみて実感して

います。水俣病の過ちを二度と繰り返すことなく、かけがえのない自然を県民共有の宝

として次の世代へ引き継いでいくことは、今を生きる私たちの重要な責務です。

2019年12月、私は地球温暖化によるリスクを低減し、持続可能な未来を実現してい

くため、国に先駆け「2050年県内ＣＯ2排出実質ゼロ」を宣言しました。

近年、地球温暖化の進行、異常気象の多発などの地球規模の環境危機や、生物多様性

の損失、海洋プラスチックごみなど様々な問題が顕在化しています。本県に甚大な被害

をもたらした令和２年７月豪雨は、地球温暖化の進行に伴う影響が示唆されています。

水俣病や大規模災害を経験した熊本県だからこそ、環境への負荷の抑制と、より強靱

で安全・快適な生活環境の創造に向け、率先して取り組んでいく必要があります。

このような中、今回策定した「第四次熊本県環境基本指針」「第六次熊本県環境基本計

画」では、環境を取り巻く状況や本県の環境の現状・課題を踏まえ、「ゼロカーボン」を

基盤とする「環境立県くまもと」の実現に向けた県の取組みの方向性を示しています。

気候変動等から県民を守るため、「ゼロカーボン」の加速化が必要であり、様々な分

野においてこれまで以上に県民や事業者の皆様と連携し、「環境立県くまもと」の実現

に向けて全力で取り組んで参ります。

県民、事業者の皆様の一層の御理解と積極的な御参画をよろしくお願いします。

　令和３年（２０２１年）７月

　　熊本県知事　
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